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＜所属＞
・ケイスリー株式会社代表取締役
・国⽴琉球⼤学非常勤講師
・GSG（Global Social Impact Investment Steering Group）国内諮問委員会事務局
・社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ共同事務局

＜経歴＞
⼤学卒業後、2007年にPwCコンサルティング合同会社へ⼊社。主に中央省庁や地⽅⾃治
体など官公庁に対する戦略策定⽀援、調達・事業者評価⽀援等の業務に10年従事。ソー
シャル・インパクト・ボンド等の成果連動型⺠間委託や社会的インパクト・マネジメン
トなど、成果向上に向けた⼿法の研究・導⼊⽀援を⾏うケイスリー株式会社を2016年に
設⽴ 。沖縄県那覇市出身。

＜SIB関連実績＞※日本のソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）推進をリード
• 経済産業省、厚⽣労働省、総務省及び法務省等政府のSIBモデル事業を推進
• 日本初の本格的な八王子市SIB導⼊、広島県と市町村の広域連携モデルのSIB導⼊、
福岡市での事業者公募導⼊、PFI×SIBモデルの検討など全国多数の地⽅⾃治体で
先進的な取組みを推進

• その他、地⽅⾃治体向けSIB研修、⼤学向け講演等多数

mailto:masaki.kochi@k-three.org
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１．成果連動型⺠間委託の概要



1-1

• 成果連動型の⺠間委託とは、「成果の評価」と「成果に応じた⽀払」を組み合わせた仕組
み

成果連動型の⺠間委託とは
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成果の評価
評価未実施 評価実施

支
払
方
法

固
定

成
果
連
動

現状の
⺠間委託契約

ー

成果志向の
⺠間委託契約

成果連動型
⺠間委託契約

評価結果と⽀払を紐づけ

成果の
評価



1-2

• SIBは、「成果連動型⽀払」と「⺠間からの資⾦調達」を組み合わせた仕組み
• ⺠間からの資⾦調達有無は事業者が判断するため、規模によるが⾏政は考慮不要

ソーシャル・インパクト・ボンドとは
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成果連動型
⺠間委託契約

ソーシャル・
インパクト・ボンド

（SIB）
成果連動型支払

⺠間からの資⾦調達あり ⺠間からの資⾦調達なし



成果（社会的インパクト）は、短期、⻑期の変化を含め、当該事業や
活動の結果として⽣じた社会的、環境的なアウトカムを指します。

資源 活動 結果 成果
（初期）

成果
（⻑期）

成果
（中期）

• 人
• モノ
• ⾦

• 就職セミナー
• 個別相談

• 開催回数
• 参加人数

• 就職意欲
の向上

• 就職活用
の開始

• 就業継続

成果

例

成果とは参考
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※若年就労改善を⽬的とした就労⽀援事業を例としたイメージ



成果連動型⺠間委託の仕組み①1-3-1
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成果の有無にかかわらず
活動にかかった経費を⽀払い

サービスを提供

成果連動型支払の⺠間委託事業

⽬標達成時のみ報酬を⽀払う

サービスを提供サービスの成果を独⽴した
評価機関が評価・報告

通常の⾏政サービスの⺠間委託事業

• 成果連動型⺠間委託では、サービス提供者が予め合意した⽬標を達成したときにのみ、委託元
の⾏政が委託先のサービス提供者に報酬を⽀払う。

⾏政 ⾏政

サービス提供者

サービス対象者

サービス提供者

サービス対象者



1-3-2

⺠間資⾦提供者
④目標達成時の
み報酬を支払う

③サービスの成果を
独⽴した評価機関が

評価・報告

②生産性の高い
サービスを提供

サービス提供者（NPO等）

サービス対象者

⾏政

①事業資⾦を
提供

SIB

• SIBは、「成果連動型⽀払」と「⺠間からの資⾦調達」を組み合わせた仕組み

成果連動型⺠間委託の仕組み②
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参考

利害関係者 役割 メリット デメリット

地⽅⾃治体・
中央省庁 成果の買取

• 同じ⽀出でより高い成果を得ることができる
• 成果があった場合のみ⽀払い
• 対処的サービスより予防的サービスへのイン
センティブが高まる

• 成果創出のノウハウを獲得できる

• 内部調整等の業務負荷が高
い

事業者 成果を⽣み出す
サービスを提供

• より多くの対象者の課題を解決できる
• ⻑期的かつ⼤規模なお⾦を柔軟に利用し、成
果向上を⽬指せる

• 通常、⼊⼿できないデータを利用し、成果を
実証できる

• 進捗や成果報告等の業務負
荷が高い

• 成果創出に向けた高いプ
レッシャーがある

資⾦提供者 事業費（リスクマ
ネー）の提供

• より高い成果創出に貢献できる
• 成果が出た場合、他の案件に再投資できる
• 他と相関の低い投資先となる

• リスク評価のノウハウが少
ない

独⽴評価機関 成果の
客観的な評価

• 効果的なサービスに関する新たな知⾒が獲得
できる

• 評価結果を継続的なサービスの改善に活用で
きる

• 必ずしも望ましい評価⼿法
を利用できない

受益者 サービスの利用 • より効果的なサービスを利用できる
• サービスの利用者数が増加する

• 事業終了後の継続性が担保
されていない

※資⾦提供者の分類（機関投資家、財団等）によってもメリットは多少異なる

利害関係者の役割
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1-4

社会全体の生産性が高まり、社会課題解決が促進される

成果連動型⺠間委託を導⼊することの意義

10

成果の⾒込める新たなサービスの試⾏意義1

既存サービスの改善意義2

• 成果未達の場合、⾏政から事業者への⽀払い義務が⽣じないた
め、⾏政はリスクを抑えながら高い成果が⾒込める新規⺠間
サービスを実施可能

• 成果の可視化と⽀払いの紐づけにより、成果向上の効果が高まる

優良な事業者の成⻑意義4

エビデンスの蓄積意義3

• 価格競争ではなく、高い成果を創出する⼒のある事業者の成⻑
につながる

• 成果の可視化を通じてエビデンスが蓄積する



• 成果連動型⺠間委託を通じて、より効果的・効率的なサービスを早期に活用でき、エビデ
ンス（根拠）や知⾒を蓄積できるため、その後⻑期的に質の高いサービスを提供すること
ができる

業務内容の
定義⽅法

• 新規⼿法の開拓、実施
• 達成すべき成果の明文化
• サービス提供者選定基準策定
• 有効⼿法の改良
• 制度管理体制の整備
• 関係者の意識改⾰

• 社会制度化、⾏政実施、
⺠営化に向けての検討

SIB 固定報酬（評価あり）

• ⺠間資⾦提供者
• ⺠間サービス提供者

成果連動型⽀払

• 成果指標による制約（事業者が業務内容を定義、
適時改善）
※必要に応じて、構造・プロセス指標による制約

1-5

成果未達時
のリスクの
担い⼿

• ⺠間サービス提供者 • ⾏政

優先課題

固定報酬（評価なし）

• インプット（⾏政が業務内容を定義、固定）
※インプットを定義するだけで、事業者や地域等に
よる成果のバラツキが小さくなるもの

• 成果の可視化

成果を可視化し、エビデンスの蓄積により、
将来的により効果的・効率的なサービスが展開可能となる

未成熟な領域
※エビデンスが少なく、地域や

事業者等によって成果のバラツキが⼤きい

成熟した領域
※エビデンスが充実しており、地域や

事業者等によって成果のバラツキが小さい

成果連動型⺠間委託の活⽤意義と出⼝戦略

11



• 成果連動型⺠間委託を経ずに業務委託を実施する場合、一般的に次に挙げるような課題
が想定される

参考

⺠間資⾦ではなく、税⾦をリスクにさらしながら事業を⾏うこ
とになるため、⾏政も受注側も保守的にならざるを得ない

サービスの質や効率向上よりも説明責任が重要視され、イ
ノベーションが起きにくくなる

課題1 エビデンスがないまま業務設計をするため、サービス提供者の
創意工夫を最⼤限引き出すような契約内容になりにくい

⾮効率的なサービス⼿法が定着してしまう恐れがある

課題2

エビデンスの蓄積なしで業務委託することの危険性

12



事
業
規
模
小 事業化・

社会制度化

成果連動型⺠間委託
を活⽤した実証実験

事業リスク小

事業リスク⼤

事
業
規
模
大

有効性が証明されれば、
将来、⺠間事業者の参⼊や
⾏政サービスとしての
社会制度化が期待される

参考 成果連動型⺠間委託の役割

成果連動型⺠間委託による実証実験の結果、サービスの有効性が証明されれば、
将来的に当該サービスの⾏政サービスへの取込みや⺠間事業者の参⼊などが期
待されます。

13



• 予防や早期介⼊等将来起こりえる
問題を未然に防ぐ事業

• 十分な成果の出ていない事業
• 高い成果を期待できる新しい事業

• 成功報酬が適していない事業
• 既に社会に広く普及している事業

適している事業 適していない事業

導⼊可能性がある分野

※その他様々な分野に応用可能

1-6 成果連動型⺠間委託の導⼊可能性のある分野
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雇⽤・職業訓練
• 障害者就労⽀援
• 若者就労⽀援 等

⾮⾏・犯罪
• 少年院再⼊所防⽌
• 再犯防⽌ 等

インフラ・施設
• 文化施設、動物愛護施

設、公営住宅の建設・
活用 等

住居・ホームレス
• ホームレス⾃⽴⽀援
• 空き家対策

貧困
• ⺟子世帯起業⽀援
• ⽣活困窮者⾃⽴⽀援

医療
• 検診率受診向上
• 薬剤処⽅適正化
• 糖尿病性腎症重症化予防

介護
• 認知症予防
• 介護予防
• 転倒防⽌ 等

子ども・家族
• 児童養護（⾥親⽀援、

特別養子縁組）
• フリースクール

• 禁煙
• 健康ポイント 等



参考 成果連動型⺠間委託を導⼊しやすい分野について

15

導⼊しやすい分野 ⼤腸がん検診
受診勧奨

糖尿病
重症化予防

認知症
予防

介護
予防

⽣活困窮者
⾃⽴⽀援

若者
就労⽀援

薬剤処⽅
適正化

1. 実績のある導⼊
モデルを横展開
できるか

4. ⾏政コストの適
正化可能性があ
るか

2. 汎用的な評価モ
デルが存在する
か

3. 一定のエビデン
スを有した事業
者候補が存在す
るか

5. 担当原課が導⼊
に向けた意欲を
有しているか



1-7

PFS組成
＆成果報酬
契約

資⾦提供者
（SIBの場合）

事業資⾦を提供

⾏政 サービス
提供者

サービス対象者第三者評価機関

中間支援組織

調達＆
全体管理

サービス提供

評価アドバイザ

進捗＆
成果管理

成果報告

社会的成果の評価

主に⾏政と中間⽀援組織が
中心となってPFSを組成

16

主な推進体制



参考

資⾦提供者

⾏政

サービス提供者

第三者評価機関

中間⽀援組織

中央政府、地⽅⾃治体（県、市区町村）

シンクタンク・コンサルティング会社 など

NPOなどの非営利団体、社会的企業や一般企業など
の営利団体 など

主なSIB推進体制 想定される組織

個人（篤志家、クラウドファンディング）、法人
（財団、企業CSR、⾦融機関）など

⼤学、評価専門組織、監査法人 など
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主な推進体制において想定される組織



1-8 成果連動型⺠間委託の導⼊に向けた検討プロセス概要

予算化 サービス開始検討開始

解
決
す
べ
き
社
会
的
課
題
の
特
定

タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
特
定
と

現
状
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
課
題
抽
出

財
務
モ
デ
ル
の
構
築

関
係
事
業
者
の
調
達

サ
ー
ビ
ス
の
詳
細
デ
ザ
イ
ン

1 2 成
果
指
標
の
設
定

3

提
供
サ
ー
ビ
ス

の
決
定

4

5 6 7

成
果
連
動
型
委
託
契
約
締
結

8

（
必
要
に
応
じ
て
）
資
金
調
達

9

導⼊可能性調査 導⼊準備
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約6か月〜10カ月 約4カ月〜10カ月



参考 ⾏政コスト適正化効果のイメージ
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⾏政コスト

⾏政コスト
7,000万円減

⾏政コスト

総事業費
3,000万円

介⼊前 介⼊後

・介⼊費用
・評価
・成果報酬 等

※増加の抑制や
税収増加の場合もある



参考 成果連動型⺠間委託導⼊に向けた検討開始の契機

⾏政

サービス提供者

中間⽀援組織

導⼊の契機と
なる関係者 主な契機

財政事情は厳しいが、解
決したい社会的課題があ
る

成果連動型⺠間委託導⼊の進め⽅

⾏政のお⾦を成果志向に
したい、社会的課題を解
決する仕組みを作りたい

⾃組織が提供する効果的
なサービスで社会的課題
を解決したい

中間⽀援組織に対して調査研
究業務の委託や検討委員会へ
の参加などを依頼

⾏政に対して社会的課題解決
に向けたサービスや財務モデ
ル等を含む企画を提案

中間⽀援組織と組むか単独で、
⾏政に対して社会的課題解決
に向けたサービスや財務モデ
ル等を含む企画を提案

20



参考 成果連動型⺠間委託導⼊のためのチェックリスト

参照︓ソーシャル・インパクト・ボンド総合サイト「成果連動型委託契約導⼊のためのチェックリスト」
https://www.sib.k-three.org/blog/checklist
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• 成果連動型⺠間委託の導⼊に向けて検討が必要な34項⽬のチェックリストを作成し、その
うち検討初期段階で確認すべき重要な5つの項⽬は以下のとおり。

検討初期段階で確認すべき特に重要な5つの項目

https://www.sib.k-three.org/blog/checklist


２．国内外の主な動向



2-1 海外の最新動向
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導⼊件数 調達資⾦額 受益者数
参照︓https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/

https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/


参考 米国おけるSIBの発展
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• 2009年3月
• 中間⽀援組織や非営利組織向けのファンド（Social Innovation fund）を
設⽴

• 2013年1月
• ニューヨーク市のライカーズ島刑務所で米国初の再犯防⽌SIBを開始
（後に中断）

• 2018年2月
• 超党派により成果連動型事業促進に関する法案（SIPPRA︓The Social 

Impact Partnership for Pay for Results Act）が成⽴

• 2019年10月
• 中間⽀援組織や研究機関等⺠間主導で成果関連データの整備・蓄積を
推進する協議会（Outcomes-Based Financing Data Advisory Council）を設
⽴



参考 海外事例概要①

25参照︓ソーシャル・インパクト・ボンド総合サイト「海外事例」（https://www.sib.k-three.org/11）



参考 海外事例概要②

26参照︓ソーシャル・インパクト・ボンド総合サイト「海外事例」（https://www.sib.k-three.org/11）



2-2 日本におけるSIBの発展
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• GSG日本国内諮問
委員会が開始

• 日本財団の助成で
児童養護、就労⽀
援でパイロット事
業を開始

• 経済産業省が認知
症領域でパイロッ
ト事業を開始

• 日本財団の助成で
5件のパイロット
事業を実施

• 経済産業省が八王
子市、神⼾市案件
組成を⽀援

• 経済産業省が広島
県案件組成を⽀援

• 厚⽣労働省・総務
省がパイロット事
業を実施

• 経済産業省が介護案
件組成を⽀援

• 厚⽣労働省・法務
省・国⼟交通省がパ
イロット事業を実施

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

案件組成
2件

（神⼾・八王子）

案件組成
1件

（広島）

行
政

民
間

2019年度

• 2015年度から経済産業省の検討開始を⽪切りに、各省庁でも検討され、全国の⾃治体で
の関心も高まってきた。 案件組成

5件
（福岡・豊中等）

主な導⼊案件



2-3 日本の主な動向

28

内閣

内閣府 内閣官房

総
務
省

法
務
省

外
務
省

財
務
省

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

国
土
交
通
省

環
境
省

成⻑戦略2019等に
推進施策を明記

地⽅創成交付⾦の
活⽤

再犯防止分野での
活⽤を検討

データ活⽤型SIB事業の
調査実施

平成29年度より
案件組成モデル事業開始

平成27年度より毎年案件組成支援
（八王子市、広島県等）

まちづくり分野での
活⽤を検討
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• 成果連動型事業推進室を設置し、⺠間から参事官を採用
• 医療・健康、介護及び再犯防⽌の３分野を重点分野として、ガイドライ

ン策定を含めた2022年度までの具体的なアクションプランを策定する。
• 国内外での先⾏事例を調査・整理し、その成果を基にＰＦＳを普及・啓

発するポータルサイトを構築する。
• 成果連動型⺠間委託契約の補助の仕組みについて、英米のアウトカム

ファンドなどの海外事例を調査した上で検討を⾏う。

（参考）成⻑戦略フォローアップ
（令和元年６⽉21日閣議決定）
P.45
Ⅰ．６．次世代インフラ
（２）新たに講ずべき具体的施策
ii）ＰＰＰ／ＰＦＩ⼿法の導⼊加速
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• 2019年度、新たなグリーンファイナンス・スキーム構築⽀援として、クラウド
ファンディング、環境版ソーシャル・インパクト・ボンド、フィンテック、グ
リーン証券化等の実証事業を企画募集し、3件が採択された。

1. 設備導⼊支援型SIBスキームによる地域の屋根置き太陽光発電＆蓄電池シス
テムの普及促進事業
• 認定ＮＰＯ法人太陽光発電所ネットワーク
• 建物オーナー、地域住⺠、⾃治体等による出資、地域⾦融機関からの融
資を受けるＳＰＣを設⽴し、地域内の住宅や⾃治体の屋根を借り、太陽
光発電設備、蓄電池を保有し地域内の再エネ設備を導⼊するスキーム、
⼜は、⾃治体が⾏う太陽光、蓄電設備導⼊⽀援に対してSIBを活用するス
キームの構築を⽬指す。

2. グリーンプロジェクトのための透明性・信頼性の高いクラウドファンディン
グサイトの構築及び環境社会インパクトの可視化事業
• サステナブル・ラボ株式会社、KFT株式会社
• 省エネ事業や再エネ事業などのグリーンプロジェクトに特化し、「事業
の資⾦フローの⾒える化」に配慮したクラウドファンディングプラット
フォーム構築及びグリーンプロジェクトの評価モデルの構築を⽬指す。

3. 地域⾦融機関共同環境未来投資事業有限責任組合＜通称︓環境未来ファンド
＞（仮称）〜地域⾦融機関共同で環境分野向けファンドの設⽴〜
• 第一勧業信用組合
• エネルギー分野、汚染防⽌分野といった環境分野における地域の課題解
決に向け、全国各地の地域⾦融機関がファンドへの出資を通じて連携協
⼒してESG投資を⾏うスキームの構築を⽬指す
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• 2019年度、まちづくり分野におけるソーシャル・インパクト・ボ
ンドの 活用可能性調査を実施した。

• 2019年度、PPP/PFI推進を⽬的とした先導的官⺠連携⽀援事業と
して、福岡県飯塚市のSIBによる官⺠連携まちづくり事業可能性調
査を採択した。

• 2015年度より継続して、健康寿命延伸産業創出推進事業の一環と
して、ヘルスケア分野におけるSIBの案件組成⽀援を実施している。
2020年度も実施予定で、特に広域化や新規事業（ヘルスケア分
野）での取組みに対する関心が高い。

• 2019年度、再犯防⽌SIBの導⼊可能性調査を実施しており、2020
年度概算要求、2021年度導⼊を⽬指す。

• 2017年度〜2019年度までの3年間「保健福祉分野における⺠間活
⼒を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業」と
して、試⾏的にSIB導⼊を⽬指す事業を毎年10事業前後を採択。
2020年度は成果の取りまとめを⾏うとしている。
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内閣府は、成果連動型⺠間委託の検討・導⼊を推進する34⾃治体及び関係者へのアン
ケート調査結果を2019年4月25日に公開した。

※内閣府（2019年4月25日）「成果連動型⺠間委託契約に係るアンケート調査の結果について」より抜粋
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1. 導⼊自治体のその後
– 八王子市（平成28年度事業実施）

• ⼤腸がん検診︓成果の詳細な分析（セグメント別の効果的な勧奨⽅法や費用対
効果等）を⾏い、⺠間ノウハウの取り込みを検討

• その他事業︓他のがんや導⼊関係者の異動先（介護︓転倒防⽌）で導⼊検討
– 神⼾市（平成28年度事業実施）

• 最終成果の評価結果を待って検討

2. 大腸がん検診における広がり
八王子市「日本初SIBの導⼊」→広島県「広域連携による導⼊」→浦添市「SMS×⾏動
経済学による⾃動化の実証」

3. 事業者の公募型プロポーザルによる選定
福岡市「服薬適正化推進事業」、豊中市「禁煙⽀援事業」等で成果連動型⺠間委託の事
業者を公募型プロポーザルにて選定、2019年度より事業開始

4. 都道府県によるプラットフォーム会議の設置
沖縄県に続き、神奈川県でも広域連携の推進を⽬的とした成果連動型事業推進プラット
フォーム会議を設置する動きがある

5. 施設・インフラ関連事業でPFI×SIBの検討
図書館、公営住宅、空き家等でPFIとSIBを組み合わせた検討開始


